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この「業務仕様書」（以下「仕様書」という。）は、岩手県立大学（以下「本学」という。）が

実施する「公立大学法人岩手県立大学滝沢キャンパス照明設備賃貸借事業」（以下「本事業」とい

う。）に関して、本学が、契約する事業者（以下「事業者」という。）に要求する本業務の概要や

仕様を明らかにするものである。 

 

１ 事業概要                                         

(１) 事業の名称 

公立大学法人岩手県立大学滝沢キャンパス照明設備賃貸借事業 

(２) 事業概要 

 ア 契約方法及び期間 

   契約方法 付帯サービス付きリース契約（以下「リース契約」という） 

   設置期間  契約締結日から 10 年間 

   賃貸借期間 設置期間に同じ 

 ※設置期間は、照明器具等の設置、調整、機能確認、検査一式を完了すること。 

※契約期間終了後、岩手県立大学に無償譲渡されるものとする 

 イ 履行場所 

   公立大学法人岩手県立大学 岩手県滝沢市巣子 152-52 

 ウ 対象の照明機器 

   別紙のとおり 

 エ 事業内容 

施設内の照明器具の設置状況を踏まえた提案を基に、本事業に係るＬＥＤ照明器具の設置

及び付帯サービス（保守及び維持管理等）について、岩手県立大学（以下本学という）と合

意した内容でリース契約を締結し、機器等を善良なる注意義務をもって、自らの費用負担に

より業務を履行するものとする。 

(３) 事業者が行う業務の範囲 

ア 本設備の設置に係る計画、施工、施工管理 

(ｱ) 関係諸法規を遵守しつつ、本事業のメリットを最大限に享受できる施工計画の策定及び 

施工・施工管理を実施すること。 

(ｲ) 関係諸法規を遵守しつつ、施設業務への支障や職員・利用者への不便が生じないよう十

分配慮した施工計画の策定及び施工・施工管理を実施すること。 

(ｳ) 関係諸法規を遵守しつつ、作業の安全に十分配慮した施工・施工管理を実施すること。 

イ 既設照明器具の撤去、廃棄処分 

(ｱ) 関係諸法規を遵守しつつ、撤去工事の施工・施工管理を実施すること。 

(ｲ) 撤去した設備（蛍光灯、器具本体など）については、関係法令に基づき適切な処分を行

うこと。 

 

ウ 本設備の維持管理、保証（無償修繕等） 

(ｱ) 本学からの修繕依頼にもとづき、本設備の調査・修繕を行うこと。 
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(ｲ) 照明器具に関する連絡に対して対象器具の特定が行えるよう、設置箇所及び設置した照

明器具が分かる一覧資料等による管理体制を整備すること。 

(ｳ) 維持管理における連絡受付体制を整備するものとし、本学からの修繕依頼を受け付ける 

こと。なお、連絡を受けた時は 5営業日以内（土日祝日及び休校日を除く）に状況を確認

し、その結果修繕等が必要な場合は速やかに実施すること。 

(ｴ) 費用負担について 

a 事業者が費用負担する場合 

(a) 本設備の製品として不具合による故障 

(b) 本設備の取付け、施工不具合による故障 

(c) 火災、盗難、落雷、いたずらなど、動産総合保険の適用範囲の事象による損害 

※動産総合保険の範囲内、かつ保険会社からの受領した保険金を上限とする。 

ｂ 本学が費用負担する場合 

(a) 対象施設での清掃・設備保守等で本学の依頼による作業者の責による損害 

(b) 故意又は過失、暴動、地震、噴火、津波、原子力など、動産総合保険の適用範囲 

外による損害 

(c) 上記（ア）及び（イ）以外に起因する損害については本学と事業者の協議により

その費用負担を決定する。 

(ｵ) 本設備について、事業者の負担により動産総合保険に加入すること。 

エ リース契約終了後の本設備所有権の帰属 

リース契約終了後、事業者の設置した本設備の所有権帰属については契約にもとづき履行

すること。なお、契約終了後の所有権が本学へ帰属する為、本事業で導入した設備の事業者

の固定資産税は非課税とする。 

オ 地元事業者の活用 

既存設備の撤去工事、LED 照明の設置工事及び維持管理において、県内電気工事業者の活 

用を優先的に行い、県内への経済波及効果に資するよう配慮すること。 

  カ 保証期間 

    保証期間は、賃貸借契約開始から 10 年間とし、同期間のメーカー保証書を提出するこ

と。 

 

２ ＬＥＤ照明設備仕様                                

(１) 照明器具及び光源（LED）は、未使用品であること。 

(２) 光源（LED）寿命 40,000 時間以上の製品であること。 

(３) 選定する照明器具は一般社団法人公共建築協会の評価名簿（電気設備機材等）に登録があ

り、販売実績及び国又は地方自治体において類似の事業における導入実績がある国内メーカ

ーの製品であること。 

(４) 対象施設の照明は、昼白色系（色温度 5,000K）を基本とする。 

(５) 製造工場は、ISO9001・ISO14001 認証を取得していること。 

(６) 製品に使用されている LED チップは、製造業者を明確にできること。 



3 

 

(７) 本事業は脱炭素化も重要な目的としており、設備更新にあたり省廃材による CO2 排出量の

削減も考慮し、特に蛍光灯が使用されている場所において、対象施設内の既設照明器具の再

利用が可能な場合には、再利用が可能な機器を選定すること。 

 

３ 工事仕様                                       

(１) 対象施設の既設照明器具の再利用が可能な場合、特に蛍光灯が使用されている場所におい

ては再利用ができるように既設照明器具の配線変更を行うこと。再利用が難しい場合には既

設照明器具を取り外し、LED 照明器具を設置すること。LED 照明器具の施工に係る時間、職員・

利用者等の安全対策については管財契約 G担当との協議により決定すること。 

(２) 設置工事にあたっての安全管理については、事業者の負担で安全確保に必要な措置を講じ

ること。 

(３) 取り外した照明器具並びに管球類は、事業者が責任をもって処理すること。 

(４) 契約締結後、実施体制図（従事者、資格記載）を含む施工計画書を提示すること。 

(５) 設置前に現場調査、回路調査等を十分に行ってから作業を行うこと。 

(６) 成果品の提出 

ア 工事完了届 

イ 工事写真（施工前、施工中、施工後及び完成） 

ウ 設置製品のカタログ、取扱説明書 

エ 発生した廃材等は、適法な処分が確認できる書類（マニュフェスト等） 

 

４ 発注者と受注者の責任分担                                

 責任分担は、原則として「表 予想されるリスクと責任分担」による。 

 

〔表 予想されるリスク分担〕 

 

リスクの種類 リスクの内容 

負担 

本

学 

事業者 

共
通 

募集要項の誤

り 

募集要項の記載事項に重大な誤り ○  

事業提案の誤

り 

事業の提案が達成できない場合  ○ 

安全性の確保 工事・維持管理における安全性の確保  ○ 

環境の保全 工事・維持管理における環境の確保  ○ 

制度の変更 法令・許認可・税制の変更 ○ ○ 

保険 維持管理期間のリスクを保証する保険  ○ 

事業の中止・延

期 

本学の指示 ○  

設備導入に必要な許可等の遅延によるもの  ○ 

事業者の事業放棄、破たんによるもの  ○ 

 不可抗力 
天災等による設計変更・中止・遅延 

（詳細は契約書による） 
○ ○ 
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リスクの種類 リスクの内容 

負担 

本

学 

事業者 

計画・

設 計

段階 

物価 急激なインフレ・デフレ（設計費に影響があるも

の） 

○ ○ 

設計変更 
本学の指示・判断によるもの ○  

事業者の指示・判断によるもの  ○ 

資金調達 必要な資金の確保に関すること  ○ 

工
事
段
階 

第三者賠償 工事における第三者への損害賠償義務  ○ 

不可抗力 天災などによる設計変更・中止・遅延 ○ ○ 

物価 急激なインフレ・デフレ（工事費に影響があるも

の） 

○ ○ 

用地の確保 資材置き場の確保  ○ 

設計変更 
本学の指示・判断によるもの ○  

事業者の指示・判断によるもの  ○ 

工事遅延・完成 

本学の責による工事遅延・未完工による引き渡し

遅延 

○  

事業者の責による工事遅延・未完工による引き渡

し遅延 

 ○ 

工事費増大 
本学の指示、承認による工事費の増大 ○  

事業者の指示、判断によるもの  ○ 

性能 要求仕様不適合  ○ 

一般的改善 
引き渡し前に工事目的物等に関して生じた損害  ○ 

引き渡し前に工事に起因して施設に生じた損害  ○ 

支
払 

金利 期中金利の変更  ○ 

維
持
管
理
関
係 

設計変更 
本学の責による事業内容の変更 ○  

事業者が必要と考える計画変更  ○ 

利用者等に及

ぼした損害賠

償 

設備に起因して生じた利用者への損害に対する賠

償 ○ 〇 

維持管理費の

上昇 

設計変更以外の要因による維持管理費の増大 
 ○ 

本設備の損傷 

本学の故意・過失又は施設に起因する本設備の損

傷 
○  

事業者の故意・過失による本設備の損傷  ○ 

施設損傷 
事業者の故意・過失又は本設備に起因する施設・

設備の損傷 
 ○ 

 不可抗力以外のその他の原因による施設・設備の

損傷 
○ ○ 

瑕疵担保 本設備に関する隠れた瑕疵の担保責任  ○ 
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リスクの種類 リスクの内容 

負担 

本

学 

事業者 

不可抗力 火災・天災など不可抗力による本設備の損傷 ○ ○ 

本設備の不良 本設備が所定の性能を達しない場合  ○ 

 

５ スケジュール                                   

本業務は、概ね次のスケジュールでの進行を予定していること。 

なお、詳細については、本学と受託者が協議のうえ決定するものであり、次のとおりとならな

い場合もあること。 

時期 主な業務内容 

令和８年１月 優先交渉権者の決定 

令和８年２月 リ ー ス 契 約 の 締 結 

令和８年２月から３月及 

び令和８年８月から９月 

ＬＥＤ化工事 

LED 化工事完了後、随時 リース・維持管理開始日 

 

６ 契約に関する条件                                 

(１) 再委託等の制限 

ア 受託者は、本業務の全部又は本業務の企画若しくは制作等のうち監理業務部分を一括して

第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

イ 受託者は、本業務の一部を第三者に委託することができるが、その際は事前に、再委託の

内容、再委託先（商号又は名称）、その他再委託先に対する管理方法等、必要事項を本学に

対して文書で報告しなければならない。 

(２) 再委託の相手方 

受託者は、上記「(１) 再委託等の制限②」により本業務の一部を第三者に委託する場合

は、その相手方を、岩手県内に主たる営業所を有する者の中から選定するように努めなけれ

ばならない。 

(３) 業務履行に係る関係人に関する措置要求 

ア 本学は、本業務の履行につき著しく不適当と認められる場合は、受託者に対して、その理

由を明示した文書により、必要な措置をとるべきことを請求することができるものとする。 

イ 本学は、上記「(１) 再委託等の制限②」により受託者から委託を受けた者で本業務の履

行につき著しく不適当と認められる場合は、受託者に対して、その理由を明示した文書によ

り、必要な措置をとるべきことを請求することができるものとする。 

ウ 受託者は、上記①及び②による請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な

措置を講じ、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に、本学に対して文書により通知

しなければならない。 
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(４) 機密の保持 

受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目的外の利用、第三者に

開示、漏えいしてはならない。契約終了後もまた同様とする。 

(５) 個人情報の保護 

受託者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、岩手県個人情報保護条例

（平成 13年岩手県条例第７号）を遵守しなければならない。 

(６) 事業の継続が困難となった場合における措置 

ア 事業者の責に帰すべき事由により事業継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場

合は、本学は、事業者に対して改善勧告を行い、期間を定めて改善策の提出及び実施を求め

ることができる。この場合において、事業者が当該期間内に改善することができなかった場

合は、本学は、事業者との契約を解除することができるものとする。 

イ 事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、契約に基づく事業の継続が困難

と認められる場合には、本学は、事業者との契約を解除することができるものとする。 

ウ 上記（ア）又は（イ）により契約を解除した場合は、事業者は、本学に生じた損害を賠償

しなければならない。 

エ 不可効力その他本学又は事業者の責めに帰すことができない事由により事業の継続が困難

となった場合は、本学と事業者は、事業継続の可否について協議する。 

(７) その他 

 本業務の実施にあたり、この仕様書に記載のない事項、またはこの仕様書により難い事項 

が生じた場合は、本学及び受託者において協議の上、これを定め、業務を実施することとす 

る。 


